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労働を助長することになることは明らかです。 

一括法案は、 「企業にとって柔軟な働かせ方」

「企業にとっての生産性向上」という視点が前面に

出ており、労働者の長時間労働をどう規制するか、

生活時間をどう確保するかという視点は極めて弱い

と言えます。 

労働者の反対意見をないがしろにして提出されよ

うとしているこのような一括法案は、「働き方改革」の

名に値しません。 

私たちは、労働者の声を踏まえた真の「働き方改

革」を実現するため、野党とともにこの一括法案の提

出・成立を許さない取組みを強めていきます。 

■9・14緊急院内学習会へ！ 

９・１４院内学習会では、一括法案についての

解説、国会議員からの情勢報告、労働組合からの

報告などを予定しています。会場がやや狭く入場制

限となる可能性もあります。お早めにお越しくださ

い！ 

〇日時：９／14（木）10：30～12：00 

〇場所：参議院議員会館地下１階 B107 

■10・25は日比谷野音へ！ 

 １０月２５日（水）午後６時半～日比谷野

音にて、労働法制改悪を許さない市民集会を開催

します。労働者不在の「働き方改革」ではなく、労働

者が主人公の真の「働き方改革」を実現するため

に、集まりましょう！ 

■「働き方改革」一括法案要綱が提示 

 9 月 8 日（金）、労政審労働条件分科会で

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に

関する法律」の法案要綱が厚労省より示されまし

た。 

 その内容は、①時間外労働の上限規制とともに、

②高度プロフェッショナル制度・裁量労働制の対象

業務拡大をセットにするものです。 

 労働者委員からは、これまで労働側が反対してき

た上記②の制度をセットに法律案要綱が出されたこ

とについて「非常に残念」とのコメントがなされました。

さらに、法案要綱では上限規制の規律がわかりにく

いという点、健康確保措置の中身について不明確

である点などについて、問題点や懸念が示されまし

た。 

 一方、使用者側委員からは、高度プロフェッショナ

ル制度・裁量労働制の対象業務の拡大は「柔軟な

働き方を選択できるものであり、生産性向上の一助

となる制度」などと評価する意見が出されました。 

■「働き方改革」の名に値しない一括法案 

 長時間労働が原因の痛ましい過労死事件が後を

絶たない日本の労働現場を何とかしなければならな

いというのが、時間外労働の上限規制の議論の出

発点であったはずです。 

 しかし、上限規制は月 100時間という過労死ライ

ンの残業も容認し長時間残業に「お墨付き」を与え

かねない抜け道を用意する極めて不十分な内容。

一方で、労働時間の規制を取り払う高プロ制度、

営業職などへの裁量労働制の拡大は、長時間 
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